
 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準１ 理念・目的

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）研究科の理念・目的は適切に設定されているか

a ◎学部，学科または課程ごとに，大学院は
研究科または専攻ごとに，人材の養成に関
する目的その他の教育研究上の目的を学則
またはこれに準ずる規則等に定めているこ
と。
◎高等教育機関として大学が追及すべき目
的を踏まえて，当該大学，学部・研究科の
理念・目的を設定していること。
【約５００字】

①法学研究科では，「権利自由・独立自治」を建学の精神として創
設された明治法律学校以来，多くの法律家を輩出し，本学における
法学研究の推進を理念としている。
②本研究科は，法学研究者の養成を第一目標とし，高度な法学的専
門能力を要する高度専門職業人の養成を第二の目標とする（「法学
研究科2017年度教育・研究に関する年度計画書」(2016年９月)(194
頁）において，「１理念・目的」を掲載している）。
③法科大学院は，現行法の解釈や運用の実態を学び，法的技術を習
得することに主眼が置かれるのに対し，本研究科の両コースでは，
これらの実務的な法的知識の習得を前提に，社会科学としての法学
の研究にまで深化することを主たる目的としている。（大学院学則
別表４に「人材養成その他の教育研究上の目的」を研究科・専攻ご
とに定めている）。

（２）研究科の理念・目的が，大学構成員（教職員及び学生）に周知され，社会に公表されているか

a ◎公的な刊行物，ＷＥＢサイト等によっ
て，教職員・学生，受験生を含む社会一般
に対して，当該大学・学部・研究科の理
念・目的を周知・公表していること。
【約１５０字】

本研究科の理念・目的については，本学ホームページ，大学院便覧
（11頁），履修の手引き（４頁），大学院ガイドブック（12頁），
および大学院学生募集要項（２頁）等に掲載し，学生，志願者，そ
の他社会一般に対して公表している。これらの媒体で公表する事に
より，教職員のみならず社会に対しても，本研究科の理念・目標を
広く周知している。

（３）研究科の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか

a ●理念・目的の適切性を検証するに当た
り，責任主体・組織，権限，手続きを明確
にしているか。また，その検証プロセスを
適切に機能させているか。
【約３００字】

理念・目的の適切性については，毎年度「教育・研究に関する年度
計画書」の作成時に，研究科執行部が責任主体となって検証を行っ
ている。同計画書は，「研究科執行部会議」において原案を作成
し，「研究科委員会」で報告し了承を得ている。（2016年度は，
2016年６月９日の研究科委員会。）また，大学院学則別表４「人材
養成その他の教育研究上の目的」を変更する際には，研究科委員
会，学部長会，理事会の審議・承認を経て改正することとなってい
る。

　理念・目的の適格性
の検証は，年度計画書
作成時になされている
が，各方針等の関係が
十分に精査されてはい
ない。

　年度計画書の作成時
に，各方針等の関係に
ついても検証する。

　体系的な検証方法を
検討する。

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準３ 教員・教員組織

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）研究科として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか

a ●＜教員像と教員組織の編制方針＞
専門分野に関する能力，教育に対する姿勢
等，大学として求められる教員像を明らか
にしたうえで，当該大学，学部・研究科の
理念・目的を実現するために，学部・研究
科ごとに教員組織の編制方針を定めている
か。また，その方針を教職員で共有してい
るか。
【約４００字】

① 求める教員像は，「法学研究科 2017年度教育・研究に関する年
度計画書」(195頁)「３教員・教員組織」において掲載している。
② 教員組織の編制方針は，「法学研究科 2017年度教育・研究に関
する年度計画書」(195頁)「３教員・教員組織」において掲載してい
る。
③「求める教員像」及び「教員組織の編制方針」を明記した「教
育・研究に関する長中期計画書」を研究科委員会で報告することに
より，本研究科教職員で共有している。

b ◎＜基準の明文化，教員に求める能力や資
質の明示＞
採用・昇格の基準等において，法令に定め
る教員の資格要件等を踏まえて，教員に求
める能力・資質等を明らかにしているこ
と。
【約１５０字】

① 専任教員の任用・昇格に関しては，「明治大学教員任用規程」を
前提として，さらに大学院授業担当者に求める条件について，「法
学研究科・大学院担当教員の資格」「博士後期課程担当教員人事に
ついて」などの内規により，明確に規定している。また，法学研究
科での任用・昇格審査手続きは「法学研究科委員会において審議す
る教員任用人事の取扱内規」に明文化されている。
② 昇格に関する内規は，上述のとおり定めているが，任用時に求め
る能力・資質に関しては，内規で明文化していない。

c ◎＜組織的な連携体制と責任の所在＞
組織的な教育を実施する上において必要な
役割分担，責任の所在を明確にしているこ
と。
【約３００字】

① 大学院学則に基づき，研究科長が教育の責任者として，研究科委
員会などが定期的に開かれている。研究科執行部は研究科長と専攻
主任，大学院委員で構成している。また，カリキュラム・ＦＤ等検
討委員会設置要綱に基づき，執行部と各専攻からの２～３名の委員
からなるカリキュラム・ＦＤ等検討委員会を設置している。
② カリキュラム・ＦＤ等検討委員会にて，カリキュラムに関する事
項を中心に研究活動，教員担当等教学全般について検討し，その結
果を研究科委員会で審議・承認している。
③ 大学院委員・専攻主任の業務は内規で明示されて，研究科長との
適正な連携のもとで研究科の運営が行われており，役割分担及び連
携体制と責任の所在は適切である。

評価点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

発展計画

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画
改善を要する点・理由
F列の現状から記述
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基準３ 教員・教員組織

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

評価点検・評価項目
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改善を要する点・理由
F列の現状から記述

（２）研究科の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか
教員の編制方針に沿った教員組織の整備

　以下のとおり基準を充足している。各専攻・コースにバランスよ
く配置され，研究指導にあたっている。

＜博士前期課程＞
大学院設置基準上の必要教員数
　公法学専攻・民事法学専攻，各６名
専任教員数　公法学専攻25名（うち研究指導教員は20名）
　　　　　　民事法学専攻23名（うち研究指導教員は15名）

＜博士後期課程＞
大学院設置基準上の必要教員数
　公法学専攻・民事法学専攻，各６名
専任教員数　公法学専攻16名（うち研究指導教員は16名）
　　　　　　民事法学専攻14名（うち研究指導教員は14名）

　以下のとおり基準を充足している。

＜博士前期課程＞
研究指導教員における必要教授数
　公法学専攻・民事法学専攻，各３名
　専任教授数　公法学専攻20名/民事法学専攻15名

＜博士後期課程＞
研究指導教員における必要教授数
　公法学専攻・民事法学専攻，各３名
　専任教授数　公法学専攻16名/民事法学専攻14名

◎『教員組織の編制方針』と教員組織の編
制実態は整合性がとれているか。
【６００～８００字】

　法学研究科においては，2009年度より副指導教員制度を導入し，
現在も入学時期の段階で副指導教員の選定を行っている。
　法学研究科の授業科目は基本的に法学部専任教員が担当してお
り，演習科目はすべての科目を，講義科目についても90％以上を専
任教員が担当している。

　一部においては，研究者志望ではない高度職業人養成コースの学
生のニーズに応じるために，さらには広い見識を持った研究者養成
のために，法科大学院専任教員や法律実務家を含めた兼任講師が担
当する科目もある。

ｂ 　2014年度新設された
高度職業人養成コース
（博士前期課程）は，
法学に関する高度な専
門知識を有する社会
人・専門職業人の養成
を目的としたコースで
あるが，同コースの学
生は，法学部専任教員
による授業で研究の基
礎を学ぶとともに，法
律実務家である兼任講
師が担当する授業で将
来の進路に応じた実務
の視点を身につけるこ
とができる。

◎当該大学・学部・研究科の専任教員数
が，法令（大学設置基準等）によって定め
られた必要数を満たしていること。特定の
範囲の年齢に著しく偏らないように配慮し
ていること（設置基準第７条第３項）
【約４００字】
※現在数とは，2017年５月１日現在の数値
です。
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」），専攻別に説明する。

a

　高度職業人養成コー
スの授業をさらに充実
させ特色あるものとす
るために，学生のニー
ズを探りつつ，法律実
務英語などの実務系の
科目を担当できる能力
を有する兼任講師を任
用する必要がある。
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教員組織を検証する仕組みの整備

c ●教員組織の適切性を検証するにあたり，
責任主体・組織，権限，手続を明確にして
いるか。また，その検証プロセスを適切に
機能させ，改善につなげているか。
【６００～８００字】

　教員組織の検証プロセスについて，毎年度，研究科執行部の作成
した原案をもとに，法学研究科カリキュラム・ＦＤ等検討委員会に
おいて長中期計画を策定し，それが研究科委員会に発議され，審議
のうえ決定するという手続きをとっている。なお，同計画書の策定
にあたっては，自己点検・評価結果を参考にしながら，教員組織を
検証し，現状の方針の見直しを行っている。
　2014年度は法学専修コースを廃止し，高度職業人養成コースを新
たに設置することとしたため，これに伴う必要な教員配置を研究科
委員会の承認のもとで行った。2015年度については，研究科執行部
及びカリキュラム・ＦＤ等検討委員会において，前年度行った教員
配置に問題がなかったかどうかを検証した。2016年度は，高度職業
人養成コースのために2017年４月から新規に開講することとした授
業科目担当として，他所属の特任教員や兼任講師に兼担の依頼をし
た。

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか

a ●＜規定に沿った教員人事の実施＞
教員の募集・採用・昇格について，基準，
手続を明文化し，その適切性・透明性を担
保するよう，取り組んでいるか。
【４００字】

　教員の任用に際しては，大学院授業担当者に求める条件につい
て，「法学研究科・大学院担当教員の資格」，「博士後期課程担当
教員人事について」などの内規に従い，審査を行う。
　また，法学研究科での任用審査手続きは「法学研究科委員会にお
いて審議する教員任用人事の取扱内規」に明文化されている。
　なお，2016年度は特任教員の任用及び昇格はなかった。
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（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか
教員の教育研究活動等の評価の実施

a ●教員の教育研究活動の業績を適切に評価
し，教育・研究活動の活性化に努めている
か。
【４００字】

① 教育活動の業績評価については，現在のところ，評価の前提とな
る教育業績の把握を組織的に行っていない。
② 研究活動の業績評価について，専任教員データベースを利用して
確認と評価を行っており，博士号取得等の顕著な業績があった場合
には，研究科委員会で発表し，顕彰している。法学部主催の教員研
究発表会に参加し，それらを利用して各教員の研究について相互に
確認・評価をしている。また，大学院学内ＧＰの「他大学との研究
交流プログラム」において，大学院生はもちろんのこと，教員も司
会として参加し，自身の研究分野について見識を深めている。

　法学研究科における
教育活動の業績に関す
る組織的な把握は未だ
に行われていない。ま
た，顕著な教育実績が
あった教員に対する顕
彰制度等もない。

 法学研究科における
教育活動の業績を把握
するための方法につい
て検討する。

　法学研究科における
教育の活性化に資する
よう，顕著な教育活動
を行った教員に対する
評価のあり方について
検討する。

教員の資質向上のための研修・諸活動（ＦＤ）の実施状況とその有効性

ｂ●教育研究，その他の諸活動（※）に関す
る教員の資質向上を図るための研修等を恒
常的かつ適切に行っているか。
※社会貢献，管理業務などを含む『教員』
の資質向上のための活動を指します。
※『授業』の改善を意図した取組みについ
ては，「基準４」（３）教育方法で評価す
る。
【６００～８００字】

2016年４月16日に行われた大学院教育懇談会（大学院全体のＦＤ研
修）に本研究科の教員３名が出席した。（テーマ：「大学における
教員・研究と著作権」「大学院生の指導について～学生相談室の視
点から～」）

　大学院全体のＦＤ研
修への参加者は多くな
い。法学研究科として
の独自のＦＤ研修など
は行っておらず，組織
的な取組みは不十分で
ある。各教員が個々に
参加しているＦＤ研修
等も把握できていな
い。

　 　教員の資質向上につ
いては，法学研究科独
自のＦＤの取組みも必
要であるため，カリ
キュラム・ＦＤ等検討
委員会において，研究
指導・論文作成に関す
る法学研究科独自のＦ
Ｄの仕組みを検討す
る。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 １．教育目標，学位授与方針，教育課程の編成・実施方針

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか

a ◎理念・目的を踏まえ，学部・研究科ごと
に，課程修了にあたって修得しておくべき
学習成果，その達成のための諸要件（卒業
要件・修了要件）等を明確にした学位授与
方針を設定していること。
【約８００字】

※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
内容も明記する。

① 教育目標として大学院学則別表４に「人材養成その他教育研究上
の目的」を定めている。

②「課程修了にあたって修得しておくべき学習成果」と「その達成
のための諸要件」を明確にした「学位授与方針」を課程別に定めて
いる。

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか

a ◎学生に期待する学習成果の達成を可能と
するために，教育内容，教育方法などに関
する基本的な考え方をまとめた教育課程の
編成・実施方針を，学部・研究科ごとに設
定していること。
【約６００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
内容も明記する。

　学位授与方針に示した修得すべき学習成果を達成するために，教
育内容や教育方法の基本的考え方を明らかにした法学研究科の「教
育課程の編成・実施方針」を研究科委員会において課程別に定めて
いる。

（３）教育目標，学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針が，大学構成員（教職員及び学生等）に周知され，社会に公表されているか

a ◎公的な刊行物，ＷＥＢサイト等によっ
て，教職員・学生ならびに受験生を含む社
会一般に対して，学位授与方針，教育課程
の編成・実施方針を周知・公表しているこ
と。
【約１５０字】

① 教職員に対しては，大学院便覧（11～13頁）で公開している。

② 学生に対しても，大学院便覧（11～13頁），履修の手引き（４～
６頁）において明示し，毎年公表されている。さらに，毎年４月に
開催している新入生・在学生ガイダンスなどの機会に説明し，周知
を行っている。

③ 社会一般への公表は，研究科ホームページにおいて教育目標・学
位授与方針・教育課程の編成・実施方針を掲載している。加えて，
受験希望者に対しても，研究科合同進学相談会や，年２～３回実施
している研究科独自の進学相談会においても，受験生向けの大学院
ガイドブック（12～13頁），大学院学生募集要項を用いながら直接
説明を行っている。

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 １．教育目標，学位授与方針，教育課程の編成・実施方針

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

（４）教育目標，学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検証を行っているか

a ●教育目標，学位授与方針および教育課程
の編成・実施方針の適切性を検証するにあ
たり，責任主体・組織，権限，手続を明確
にしているか。また，その検証プロセスを
適切に機能させ，改善につなげているか。
【約４００字】

　毎年，「カリキュラム・ＦＤ等検討委員会」において法学研究科
の自己点検・評価を実施し，「法学研究科執行部」によって評価結
果が確認されている。学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針
についてもこのプロセスで検証を行っている。さらに，検討した結
果について「法学研究科委員会」においても検証を行い，適宜制度
上の問題点と改善に向けた方策を検討している。
　2013年度に，2014年度からのカリキュラム・コース改正に合わ
せ，かつより的確な表現にするため，教育目標や学位授与方針，教
育課程の編成・実施方針，入学者受入方針について，法学研究科委
員会の議を経てこれを改正した。2015年度には高度職業人養成コー
スの修了要件単位数を変更し，2016年度はこの修了要件変更に伴い
「学則（別表）」及び「修士学位取得のためのガイドライン」を改
正した。

　2016年度に学則やガ
イドラインを改正した
ことにより，「法学研
究者養成コース」と
「高度職業人養成コー
ス」の違いが明確とな
り，両コースの趣旨に
沿った体制（入試およ
びカリキュラム）が
整った。

　特に，「高度職業人
養成コース」に対応し
た設置科目の充実を図
る。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ２．教育課程・教育内容

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）教育課程の編成方針に基づき，授業科目を適切に開設し，教育課程を体系的に編成しているか
必要な授業科目の開設状況

a ◎ＣＰに基づき，必要な授業科目を開設し
ていること。
【３００字程度】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」），専攻別に説明する。

<博士前期課程＞
① 法学研究者の養成を主たる目的とする「法学研究者養成コース」
と，法学領域の専門性を有する職業等に必要な能力の養成を目的と
した「高度職業人養成コース」を設置している。既存の専門科目で
扱うことが困難な特定の課題については，プロジェクト講義として
「特定課題研究」を開講している。
② 授業科目は講義科目と演習科目の２種類に分類され，2017年５月
１日現在の総開講コマ数は187であり，内訳は演習科目55科目，講義
科目98科目となっている。
　
＜博士後期課程＞
① 博士前期課程と同様に，既存の専門科目で扱うことが困難な特定
の課題については，プロジェクト講義として「特定課題研究」を開
講している。
② 2017年５月１日現在の総開講コマ数44（博士前期課程と共通の
「特定課題研究」10コマ含む。）はすべて講義科目である。

b ◎コースワークとリサーチワークを適切に
組み合わせ，教育を行っていること。【修
士・博士】
【２００～４００字程度】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」），専攻別に説明する。

＜博士前期課程＞
　修了に必要な単位：演習科目８単位・講義科目24単位，計32単位
（高度職業人養成コースは2017年度入学者から，演習科目８単位・
講義科目32単位，計40単位とした。）
　修了に必要な32単位の中，講義科目が24単位であり，コースワー
クとリサーチワークのバランスが実質的に実現されている。

＜博士後期課程＞
　修了に必要な単位：８単位
　大学院生による自主的な科目履修に対応するために多くの科目を
開講しており，実際に多くの大学院生が８単位以上の講義科目を履
修している。受講生が研究者志望であることから実質的にリサーチ
ワークに近い授業が展開されている。したがって，コースワークと
リサーチワークのバランスが実質的に実現されているといえる。

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ２．教育課程・教育内容

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

順次性のある授業科目の体系的配置（履修体系図やコース系統図の明示，科目相関図，４年間の履修モデル，適切な科目区分など）

c ●教育課程の編成実施方針に基づいた教育
課程や教育内容の適切性を明確に示してい
るか。（学生の順次的・体系的な履修への
配慮）
【約４００字】

　博士前期課程と博士後期課程のいずれにおいても，各院生に対し
て指導教員の他に副指導教員を配置する制度を採用しており，複数
指導体制が実施されている。
＜博士前期課程＞
　１年次において24単位を目安に取得させる一方で，２年次におい
ては修士論文の執筆に専念させるために講義や演習科目の履修を８
単位程度に抑えるように標準モデルを定めている。演習科目は指導
教員が担当する８単位が必修であり，他は講義科目の受講を想定し
ているが，他の教員の演習も選択科目として受講可能としている。
　履修配当年次を定めていないので，大学院生が自由に科目を選択
できるが，４月の履修申請において指導教員の指導の下で履修計画
を各自で作成することにより，体系的な履修の実現を確保してい
る。
　なお，「高度職業人養成コース」の教育目標に沿った科目（「公
法学特別講義ＢⅠ（公共法務）」「民事法学特別講義ＡⅠ（企業法
務）」）を2017年度から開設した。

＜博士後期課程＞
　各専攻に必要な科目を設置している。

教育課程の適切性の検証プロセスの明確化とその有効性

d ●教育課程の適切性を検証するにあたり，
責任主体・組織，権限，手続を明確にして
いるか。また，その検証プロセスを適切に
機能させ，改善につなげているか。
【約４００字】

＜博士前期課程・博士後期課程：共通＞
① 教育課程の検証については，カリキュラムの検討及びＦＤ推進を
任務とする常設委員会である「カリキュラム・ＦＤ等検討委員会」
において検討している。
② 同委員会では，カリキュラム改正の必要性及び具体的な改正点を
協議しており，2015年度は３回，2016年度は７回開催した。2016年
度は，「法学研究者養成コース」と「高度職業人養成コース」の修
了要件の相違を盛り込んだ2017年度入学者向けの「修士学位取得の
ためのガイドライン」を制定し，各コースの特色をより明確化し
た。

　博士前期課程の学生
募集について，准教授
の学生募集（並びに演
習担当）は原則として
高度職業人養成コース
のみとすることをカリ
キュラム・ＦＤ等検討
委員会で検討し，研究
会委員会で承認を得
た。これにより，法学
研究者養成コースの学
生募集は教授に限定す
ることになり，博士後
期課程まで同じ教授に
よる一貫性のある研究
指導体制を確保するこ
ととなった。

　2018年度入学生から
准教授の学生募集につ
いては高度職業人養成
コースのみとすること
になったが，諸事情に
より例外的に准教授が
法学研究者養成コース
の院生を受入可能にす
る必要が生じるため，
その都度，カリキュラ
ム・ＦＤ等検討委員会
で検討し，准教授が法
学研究者養成コースの
学生募集を認める決定
をする。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ２．教育課程・教育内容

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき，各課程に相応しい教育内容を提供しているか
特色ある教育プログラムの内容とその効果（当該学部等固有のプログラムやＧＰ採択事業など）

a ●研究科の特色，長所となるプログラムが
編成されているか。
【２００字～４００字程度】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」），専攻別に説明する。

○大学院学内ＧＰ（他大学大学院との研究交流プログラム）
・同志社大学等の関西の大学と実施(2010年度から)
　2016年度実績：2016年12月17日に実施，本学からは教員３名,
　大学院学生６名，計９名が参加。
  このプログラムの成果を示すものとして，
 「東西大学院法学研究科院生研究交流会第７回報告書」がある。
  この報告書は，プログラムに参加した院生のレジメ及び報告要旨
   をまとめた冊子である。
　 本学の院生報告者のタイトルは以下のとおり。
　「明治初期の日本における見本売買に関する外国人関係訴訟」
  「ハイエク理論に基づく公法／私法区分の再構成の視座からみる
   憲法の私人間効力論」
　「財の多様化・無体化に伴う債権者の協力義務について」
　「生命保険金請求権の相続法における位置づけ」
　「早すぎた結果発生と『既遂故意』」
　「ドイツ刑法における精神の保護と障害罪規定について－ルネ・
   ブロイの論文を手掛かりに－」

　院生の報告内容をま
とめた冊子を作成する
ことにより，院生の研
究業績の形成に寄与し
ている。

　派遣する院生が特定
の科目の専攻者に集中
しないように，派遣院
生の専攻の多様化を図
る。

研究科間等における国際的な教育交流の内容とその効果　（学部間協定，短期海外交流など）

b ●研究科の特色，長所となる国際化プログ
ラムが編成されているか。
【２００字～４００字程度】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」），専攻別に説明する。

○　研究科間の独自の国際的な交流
・「韓国刑事政策研究院」
　2016年12月１～２日，本学から教員１名が訪問し，同研究院での
  インターンシップ実施のための協議及び実地調査を行った。
・「国立台湾大学法律学院」
　2017年３月17日，本学から教員６名，大学院生３名，職員２名を
  派遣して，国立台湾大学法律学院において　研究交流会を実施。
・「南京師範大学法学院」
　2016年度：博士前期課程に交換留学生１名受入（秋学期１名）

　韓国刑事政策研究院
との研究者交流ならび
に国立台湾大学との院
生交流は定期的に行わ
れている。また，国立
台湾大学との院生交流
は院生に国際的な研究
会での報告という貴重
な機会を提供してい
る。わが国の法律と韓
国，台湾の法律は，多
くの共通点を有してい
ることから，法学研究
の手法にも共通点が多
く，その一方で，各国
独自の法学研究のスタ
イルもみられる。それ
故，韓国と台湾の研究
機関と研究交流を行う
ことにより，わが国の
法学研究にとって多く
の示唆を得ることがで
きた。

　韓国刑事政策研究院
との研究者交流では，
先方に院生がいないた
めに，教員の研究報告
が中心となるので，刑
事法教員の負担が増大
している。また，アジ
ア諸国以外の研究機関
との研究交流がなされ
ていない。

  2017年度以降に南京
師範大学との間でも国
立台湾大学と同様の院
生交流あるいは研究者
交流を開始する。

  国内で開催する院生
交流会や研究者交流会
に法科大学院の教員や
院生の参加を呼びかけ
るとともに，比較法研
究所との各種交流会の
共催を企画する。協定
を結んだドイツのバイ
ロイト大学との研究交
流を行うための準備を
する。

　比較法研究所と協力
して，法科大学院の教
員やＯＢの弁護士など
の参加を促す。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ３．教育方法

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）教育方法及び学習方法は適切か
教育目標や教育課程の編成・実施方針と授業形態（講義科目，演習科目，実験実習科目，校外学習科目等）との整合性

ａ◎当該学部・研究科の教育目標を達成する
ために必要となる授業の形態を明らかにし
ていること。
【約２００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
特徴も明記する。

　本研究科の授業は，大学院学則第22条の2のとおり，講義または演
習のいずれかにより行われている。
＜博士前期課程＞
① 講義科目は，教員が専門分野に関する講義を行う形態。
受講学生が少人数の場合が大半であり，多くの講義において演習の
ように発表や発言をする機会が与えられる双方向性の授業が実現さ
れている。

② 演習科目は，大学院生が主体となり特定の問題についての発表と
発言（質疑応答）に教員が加わる双方向性の授業を実現している。

＜博士後期課程＞
① 講義科目は，教員が専門分野に関する講義を行う形態。
受講学生が少人数の場合が大半であり，多くの講義において演習の
ように発表や発言をする機会が与えられる高度な双方向性の授業が
実現されている。

② 演習科目は，開設していない。

b ●教育課程の編成・実施方針に基づき，各
授業科目において適切な教育方法を取って
いるか。
【約４００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
特徴も明記する。

＜博士前期課程＞
　開設科目は基本的に公法学専攻と民事法学専攻のいずれかに属
し，両専攻の共通科目として「外国法文献研究」「法律実務実践研
究」「特定課題研究」がある。「外国法文献研究」は，修士論文の
作成や博士後期課程進学後の研究に必要な外国法文献読解能力を養
成することを目的とした科目であり，担当者が専攻する特定の専門
分野に偏ることなく公法，私法，基礎法といった多様な分野に関す
る文献を対象としている。受講者は様々な専攻分野の大学院生であ
り，担当箇所を割り振り，和訳の報告をさせて，全員で議論する方
式をとっている。「法律実務実践研究」は，弁護士をはじめとする
法律実務家が担当する科目であり，実務における「生きた法」を大
学院生に教授することを目的としている。実務において法律がどの
ように運用されているかを理解するために，事例式の演習問題を解
くだけではなく，実際に書式の作成や法律相談の補助をするなどし
て，実践的な体験学習が行われており，法律実務の現状を知る機会
が大学院生に提供されている。「特定課題研究」は，予め設定され
た特定課題について教員と大学院生がともに調査や資料収集を行
い，分析を試みるスタイルのプロジェクト講義である。学外での資
料収集，アンケート調査，研究会での報告なども行われている。

＜博士後期課程＞
　講義では，博士論文の指導，あるいは，論文で使用するような難
解な内容の外国法文献の講読などが行われている。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ３．教育方法

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

学習指導・履修指導（個別面談，学習状況の実態調査，学習ポートフォリオの活用等）の工夫

c ●履修指導（ガイダンス等）や学習指導
（オフィスアワーなど）の工夫について，
また学習状況の実態調査の実施や学習ポー
トフォリオの活用等による学習実態の把握
について工夫しているか。
【約２００字～４００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
特徴も明記する。

　履修指導について，新入生及び在学生に対して，４月に履修方法
等についてのガイダンスを行っている。また，同ガイダンスでは，
履修手続きに際してのポイントを記載したレジュメを配付してい
る。すべての大学院生について指導教員のみならず副指導教員が選
任されており，指導教員と副指導教員による複数指導体制がとられ
ている。博士前期課程では，副指導教員の講義や演習を受講するこ
とにより，副指導教員による指導を行う機会が確保されている。博
士後期課程では，博士論文提出前に公開の場で論文の中間公開報告
会を行うことが義務付けられており，中間公開報告会が他の教員や
大学院生によるチェック機能を果たしている。

（修士・博士課程）研究指導計画に基づく研究指導・学位論文作成指導
◎研究指導計画に基づく研究指導，学位論
文作成指導を行っていること（修士・博
士）。
【４００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
特徴も明記する。

＜博士前期課程＞
　研究指導計画に基づく研究指導については，「修士学位取得のた
めのガイドライン」が大学院生と教員に周知されており，論文作成
にあたり指針としての役割を果たしている。また，１年次に履修計
画書を指導教員と相談のうえ作成し，研究指導計画を立てている。
履修計画書は，初年度において，指導教員の指導の下に提出されて
おり，指導を受けた証として，指導教員の承認印が必要とされてい
る。新入生及び在学生に対して，４月に履修方法等についてのガイ
ダンスを行っている。同ガイダンスでは，履修手続きに際してのポ
イントを記載したレジュメを配付している。各大学院生に対して指
導教員のみならず副指導教員が選任されており，指導教員と副指導
教員による複数指導体制がとられている。博士前期課程では，副指
導教員の講義や演習を受講することにより，副指導教員による指導
を行う機会が確保されている。なお，2015年度「法学研究者養成
コース」と「高度職業人養成コース」の修了要件の相違を新たに設
定し，各コースの特色を明確化した。具体的には，修士学位取得の
ためのガイドラインを改定し，従来，単一であった「修士論文等に
求められる要件」をコース別に設定した。これにより，コースの違
いが明確化された。

　法学研究者養成コー
スと高度職業人養成
コースの違いが明確に
なっているにもかかわ
らず，コースごとに授
業が開講されておら
ず，同一の授業に両
コースの大学院生が混
在して受講している。

　2018年度の入学生か
ら准教授の学生募集を
原則として高度職業人
養成コースに限定する
ことにして，法学研究
者養成コースの院生と
は異なる論文指導の実
現を図る。

d



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ３．教育方法

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

＜博士後期課程＞
　研究指導計画に基づく研究指導については，「博士学位取得のため
のガイドライン」が大学院生と教員に周知されており，論文作成にあ
たり指針としての役割を果たしている。１年次に履修計画書を指導教
員と相談のうえ作成し，研究指導計画を立てている。履修計画書は，
初年度において，指導教員の指導の下に提出されており，指導を受け
た証として，指導教員の承認印が必要とされている。履修計画書（論
文作成計画書）をもとに，指導教員と副指導教員による博士論文作成
に向けた指導が計画的に行われている。博士学位請求の要件におい
て，原則として法学研究論集（年２回発行）に４編以上の論文を掲載
することが必要とされているので，論集に掲載する論文の作成指導も
行われている。２年次の３月までに学位請求論文草稿を作成し，３年
次の６月末日までに公開の中間報告会を行っており，報告会では学内
外の教員や実務家等の参加を得て質疑応答がなされ，博士学位請求論
文の質の向上に結び付いている。そして，同報告会での意見や指摘さ
れた問題点を踏まえ，論文を書き上げ，９月末までに学位請求論文を
提出する。

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか

ａ◎授業の目的，到達目標，授業内容・方
法，1年間の授業計画，成績評価方法・基
準等を明らかにしたシラバスを，統一した
書式を用いて作成し，かつ，学生があらか
じめこれを知ることができる状態にしてい
ること。
【約３００字】

　全研究科統一様式のシラバス作成を全教員に依頼し，博士前期課
程のみならず博士後期課程について，半期14回分の授業内容が記さ
れており，かつ，成績評価方法も記載し，Oh-o!Meijiシステム上で
も閲覧可能となっている。

　シラバスの記載項目
と様式の統一について
は，前年度と比較し
て，達成度が増した。

　シラバスの記載項目
と様式の統一につい
て，100%の達成を実現
する。

ｃ●単位制の趣旨に照らし，学生の学修が行
われるシラバスとなるよう，また，シラバ
スに基づいた授業を展開するため，明確な
責任体制のもと，恒常的にかつ適切に検証
を行い，改善につなげているか。
【約４００字】

　シラバス編集の責任主体は「研究科執行部」であり，修了予定者
を対象に毎年度実施している修了時のアンケートなどの結果を踏ま
えて内容の検証を行っている。

d



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ３．教育方法

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか

ａ◎授業科目の内容，形態等を考慮し，単位
制度の趣旨に沿って単位を設定しているこ
と。（成績基準の明示，（研究科）修士・
博士学位請求論文の審査体制）
【約２００字】

① 成績評価についてはＧＰＡ制度を導入しており，基準については
便覧に明記している。

② 論文審査については，課程別に次のとおりである。
＜博士前期課程＞
　修士学位請求論文については，適正な評価を算出すべく，主査で
ある指導教員に副査２名以上を加えた計３名以上で審査している。

＜博士後期課程＞
　博士学位請求論文の評価については，主査１名，副査２名以上を
加えた計３名以上により「博士学位取得のためのガイドライン」に
従って審査を行い，研究科委員会において合否判定の投票を行って
いる。

　各教員によって成績
評価の基準が異なる場
合がある。

　成績評価について現
状を調べる。

　統一的な成績評価基
準づくりについて検討
する。

（４）教育成果について定期的な検証を行い，その結果を教育課程や教育内容・方法の改善（授業に関わるＦＤ活動）に結びつけているか

a ◎教育内容・方法等の改善を図ることを目
的とした，組織的な研修・研究の機会を設
けていること。
【約４００字】

○ 公法学，民事法学，基礎法学といった大まかな研究枠組み（ユ
ニット）の中で指導方法について研究科委員会開催日などに教員間
の意見交換の場を設け，指導の適切性を相互に検証するようにして
いる。また，特別講義やゲスト講師招聘講義において，外部の研究
者（外国人講師も含む）による講義や講演が行われる際は，講演後
に，外部講師を招聘した研究ユニットに属する教員が，外部講師を
交えて教育内容・方法等の改善に向けた会合を行っている。2016年
度は特別講義を２回，ゲスト講師招聘講義を２回実施し，各講義終
了後，外部講師を交えて意見交換を行った。
　

　教員間の意見交換は
公法学，民事法学，基
礎法学の各ユニットの
自主性に委ねているの
で，各ユニット毎の意
見交換の内容等を法学
研究科内で把握する体
制が整備されていな
い。

　公法学，民事法学，
基礎法学の各ユニット
内でなされた意見交換
の内容等を執行部や研
究科委員会内で共有で
きるような体制を整え
る。

ｃ●教育内容・方法等の改善を図るための責
任主体・組織，権限，手続プロセスを適切
に機能させ，改善につなげているか。
【約４００字】

① 教育内容・方法等の改善の責任体制・プロセスについて，本研究
科では常設委員会としてカリキュラム・ＦＤ等検討委員会を設置し
ており，カリキュラムに関する様々な事項に関して協議がなされて
いる。この委員会は執行部と４～６名の委員によって構成され，毎
年度の科目担当者と開講科目の決定，シラバスの検証，カリキュラ
ムの問題点の検討などを行い，授業内容やカリキュラムの改善に努
めている。

② 近年の同委員会のいける主な改善事例・成果は以下のとおり。
・2011年度から「外国法文献研究」を開講。
・2014年度から高度職業人養成コースの新設。
・2017年度入学者から高度職業人養成コースの修了要件変更。
・2017年度から高度職業人養成コース向けの科目の開設。

　2017年度から高度職
業人養成コースの院生
を主たる対象とした講
義科目として，公法学
特別講義ＢⅠ（公共法
務）と民事法学特別講
義ＡⅠ（企業法務）を
それぞれ半期科目とし
て開講した。いずれも
実務に精通した講師に
よる講義である。

　さらに高度職業人養
成コースのための科目
を充実させる。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ４．成　果

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか
●学位授与にあたって重要な科目（基礎
的・専門的知識を総合的に活かして学習の
最終成果とする科目，卒業論文や演習科目
など）の実施状況。
●学習成果の「見える化」（アンケート，
ポートフォリオ等）に留意しているか。
【約４００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。

　「修士学位取得のためのガイドライン」と「博士学位取得のため
のガイドライン」において修士学位と博士学位に求められる要件を
示し，研究成果の内容についての評価指標としている。課程別の学
習成果の把握は以下のとおりである。
＜博士前期課程＞
　2016年度に博士前期課程において修士学位を取得した者は22名
（公法学16名，民事法学６名）である。
　2012年度以降の修士学位授与状況は，以下のとおりである。
　・2015年度：20名（公法学13名，民事法学７名）
　・2014年度：26名（公法学18名，民事法学８名）
  ・2013年度：21名（公法学14名，民事法学７名）
　・2012年度：29名（公法学17名，民事法学12名）
　なお，2016年度の修了予定者に対する学位授与率は71％（公法学
専攻84.2％，民事法学専攻50.0％）となっている。

●学位授与率，修業年限内卒業率の状況
●卒業生の進路実績と教育目標（人材像）
の整合性があるか。
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。

＜博士後期課程＞
　大学院生の研究成果を大学院紀要である「法学研究論集」に論文
を掲載しており，2016年度は計25本の論文を掲載した。また，2016
年度に博士学位（課程）を取得した者は３名（公法学０名，民事法
学３名）である。
  2012年度以降の博士学位授与状況は，以下のとおりである。
　・2015年度：５名（公法学２名，民事法学３名）
　・2014年度：０名
  ・2013年度：２名（公法学１名，民事法学１名）
　・2012年度：１名（公法学１名）

　博士学位（課程）の
取得者が2015年度５
名，2016年度３名とい
う成果が得られたこと
について，経済的支援
という点や，教授に接
する機会が多くなり充
実した指導が受けられ
るという点において，
助手制度とＲＡ制度の
果たした役割は大き
い。

　助手やＲＡに採用さ
れた者が確実に博士論
文を提出できるよう
に，過去の博士学位取
得者の研究方法などを
検証して，研究科全体
として取り組む。

c ●学生の自己評価，卒業後の評価（就職先
の評価，卒業生評価）を実施しているか。
【約４００字～６００字】

　学生の自己評価について，博士前期課程・博士後期課程ともに，
毎年行っている「修了時アンケート」の結果や「院生協議会アン
ケート結果」をもとに意見聴取を行っており，その結果を「カリ
キュラム・ＦＤ等検討委員会」において把握している。
 2016年度修了者アンケート結果を見る限り，否定的意見は「大学院
の研究助成制度は充実していましたか」及び「大学院の就職支援制
度は充実していましたか」という設問の各１名のみであり，授業内
容について格別問題はないものと思われる。以上のとおり学生の学
習成果を測定するための評価指標に配慮し，適切に成果を測るよう
努めている。

　院生協議会から，前
期課程開講科目を後期
課程の院生でも受講で
きるようにしてほしい
との要望があった。

　前期課程開講科目を
後期課程院生が受講で
きるようなカリキュラ
ム構成が可能であるか
を，カリキュラム・Ｆ
Ｄ等検討委員会におい
て検討する。

b

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準４ 教育内容・方法・成果 ４．成　果

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

（２）学位授与（卒業・修了判定）は適切に行われているか

a ◎卒業・修了の要件を明確にし，履修要項
等によってあらかじめ学生に明示している
こと。
◎（研究科）学位授与にあたり論文の審査
を行う場合にあっては，学位に求める水準
を満たす論文であるか否かを審査する基準
（学位論文審査基準）を，あらかじめ学生
に明示すること。
【約２００字】

　課程別に「修士学位取得のためのガイドライン」と「博士学位取
得のためのガイドライン」を定め，修了要件，学位請求までのプロ
セス，論文に求められる要件（「論文審査基準」），学位審査の概
要（審査・合否判定プロセス）等を明示しており，履修の手引きや
本学ホームページ本学ホームページにおいて大学院生に対して周知
を図っている。

b ●学位授与にあたり，明確な責任体制のも
と，明文化された手続きに従って，学位を
授与しているか。
【約６００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。なお，設置している専
攻やコースによって違いがある場合はその
特徴も明記する。

＜博士前期課程＞
　修士学位請求論文については，主査１名と副査２名以上，計３名
以上が論文を審査し，審査結果を「法学研究科委員会」で報告し，
学位授与を決定している。修士論文に求められる要件「論文審査基
準」として，広い視野に立った精深な学識と専攻分野における研究
能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を示す
と認められるものであることが要求されている。

＜博士後期課程＞
　博士学位請求論文については，「受理および審査に関する内規」
に基づき，受理審査手続を経て，本審査に入り，学位請求者による
公開報告がなされた後に，本審査が行われている。本審査では，主
査１名と副査２名以上で論文を審査し，法学研究科委員会に審査結
果を報告する。この審査報告に基づき，学位授与が法学研究科委員
会での投票によって決定される。博士論文に求められる要件「論文
審査基準」として，論文の独創性等の７点を挙げ，厳正な審査に基
づき学位が授与されている。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準５ 学生の受け入れ　

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか（「ＡＰ」の全文記述は不要です）
「求める学生像」と「当該課程に入学するにあたり，習得しておくべき知識等の内容・水準」の明示

a ◎理念・目的，教育目標を踏まえ，求める
学生像や，修得しておくべき知識等の内
容・水準等を明らかにした学生の受け入れ
方針を，学部・研究科ごとに定めているこ
と。
◎公的な刊行物，ＷＥＢサイト等によっ
て，学生の受け入れ方針を，受験生を含む
社会一般に公表していること。
【約４００字】

① 法学研究科の課程別に入学者の受入方針を定めている。なお，求
める学生像として博士前期課程では３点，博士後期課程は２点定
め，修得しておくべき知識等の内容・水準を博士前期課程は３点，
博士後期課程も３点明示している。

② 入学者の受入方針の公表についてＷＥＢサイト，大学院便覧，履
修の手引き，大学院ガイドブック及び大学院学生募集要項に掲載
し，受験生を含む社会一般に公表している。

（２）学生の受け入れ方針に基づき，公正かつ適切に学生募集及び入学者選抜を行っているか

a ●学生の受け入れ方針と入学者選抜の実施
方法は整合性が取れているか。（公正かつ
適切に入学者選抜を行っているか。
【約８００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。

　博士前期課程及び博士後期課程の両課程において，年２回（９
月，２月）入学試験を実施しており，他大学・大学院の志願者に対
しても，門戸を広く開放している。
＜博士前期課程＞
　「学内選考入試」と「一般入試」「外国人留学生入試」「社会人
特別入試」「３年早期卒業予定者入試」という５種類の入試を実施
し，多様な受験生に対応した適切な入学試験制度が設けられてい
る。

＜博士後期課程＞
　入学者の受入方針に基づき，「一般入試（法科大学院からの出願
含む。）」と「外国人留学生入試」という２種類の試験を実施して
おり，法科大学院修了者の博士後期課程への受入れについても具体
的な入試方法を作成し，2006年度入試から実施している。

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準５ 学生の受け入れ　

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

（３）適切な定員を設定し，入学者を受け入れるとともに，在籍学生数を収容定員に基づき適切に管理しているか
収容定員に対する在籍学生数比率の適切性

a ◎部局化された大学院研究科や独立大学院
などにおいて，在籍学生数比率が1.00であ
る。（修士・博士・専門職学位課程）
【約２００字】
※課程別(「博士前期課程」「博士後期課
程」）に説明する。

※　2017年５月１日現在の数値
＜博士前期課程＞
　収容定員80名に対し，在籍学生数は52名である，収容定員に対す
る在籍学生数比率は0.65である。
　専攻別にみると，公法学専攻は収容定員が40名に対し，在籍学生
数は36名であり，収容定員に対する在籍学生数比率は0.9である。民
事法学専攻は収容定員が40名に対し，在籍学生数は16名であり，収
容定員に対する在籍学生数比率は0.4である。

＜博士後期課程＞
　収容定員36名に対し，在籍学生数は29名である。収容定員に対す
る在籍学生数比率は0.81である。
　専攻別にみると，公法学専攻は収容定員が18名に対し，在籍学生
数は16名であり，収容定員に対する在籍学生数比率は0.89である。
民事法学専攻は収容定員が18名に対し，在籍学生数は13名であり，
収容定員に対する在籍学生数比率は0.72である。

　博士前期課程・博士
後期課程の両課程にお
いて，公法学専攻と比
較して，民事法学専攻
の収容定員に対する在
籍学生比率が著しく低
い状況が続いている。

　2017年度・2018年度
は，民事法学専攻への
入学者を増加させるた
め，原因の分析と方策
の検討を引き続き行
う。

　2018年度以降は，公
法学・民事法学両専攻
において在籍学生比率
を可能な限り1.0に接
近させるべく，本学の
学生にとどまらず，他
大学の学生，社会人に
対する効率的な広報活
動のあり方について検
討を行う。また，多種
多様な学生・社会人が
受験できるような入試
方法のあり方に関する
検討も行う。特に社会
で様々な活動を行って
きた者がさらに学術的
な観点から深く研究し
たいというニーズが高
まっていることから，
このような社会経験豊
富な人物に関する入試
方法を模索する。

定員に対する在籍学生数の過剰・未充足に関する対応

b ◎現状と対応状況
【約２００字】

　法科大学院の設置以降，法学研究科の志願者・入学者数の減少が
続いていたため，2005年度（2006年度入試）から一般入試等を複数
回実施することにした。その後，学内選考試験の実施を年１回から
年２回に増やした。2014年度入試において博士前期課程の入学定員
を50名から40名に変更した。これらの施策により，2017年度現在の
在籍学生数比率は研究科全体として適切なものとなっている。
　なお，以上の取り組みと同時に，学部学生への積極的な広報を
行っている。通常の入試説明会の他，法学研究科では法学部１～３
年生を対象とした大学院模擬授業「チャレンジ法学研究科」を実施
し，研究科の魅力をアピールしている。早期から大学院進学を意識
させることにより，進学希望者を増やすだけなく，３年早期卒業や
学内選考入学試験などを受験する優秀な学生の確保を目指してい
る。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準５ 学生の受け入れ　

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

（４）学生募集及び入学者選抜は，学生の受入れ方針に基づき，公正かつ適切に実施されているかについて，定期的に検証を行っているか

a ●学生の受入れの適切性を検証するに当た
り，責任主体・組織，権限，手続きを明確
にしているか。また，その検証プロセスを
適切に機能させ，改善につなげているか。
【４００字】

　カリキュラム・ＦＤ等検討委員会において，入試形態や定員の検
証として，入試実施後に問題のレベルや採点基準，入試制度につい
ての改革・改善点の検討を行っており，試験科目などの確認・検討
を行うだけでなく，入学定員の見直しも行い，研究科委員会にて審
議し承認を得る手続を構築している。また，入学者の受入方針の検
証については，入学試験の結果等をもとに法学研究科委員会におい
ても確認している。
　なお，2016年度は学内選考入学試験について見直しを行い，①実
施日程（７月から９月）②選考方法（小論文を廃止し面接のみ）―
の２点を2018年度入試から変更することとした。

　入試問題の適否の外
部評価など，入学者選
抜が公正かつ適切に実
施されているかについ
て客観的・第三者的評
価を受ける体制がとら
れていない。

　入試問題の適否の外
部評価を含む，大学院
入試のあり方の外部評
価制度については，そ
の必要性は認識されて
いるにもかかわらず、
全国的にほとんど整備
されていないのが現状
である。このため，
2017年度・2018年度入
試は，大学院法学研究
科において内部的に，
学生の受入れの適切性
について慎重に検討
し，その評価を行って
いく。

　2018年度以降は，入
試問題の適否の評価を
中心とする学生の受入
れの適切性を確保する
ため，大学院法学研究
科カリキュラム・ＦＤ
等検討委員会の下に必
要な組織を設置するも
のとし，その設置に向
けた内規等の整備を行
う。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準６ 学生支援

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）学生支援に関する方針を定め，学生への修学支援は適切に行われているか

a ●修学支援に関する方針を，理念・目的，
入学者の傾向等の特性を踏まえながら定め
ているか。また，その方針を教職員で共有
しているか。
【約２００字】

　本研究科の修学支援に関しては，大学院生が充実したキャンパス
ライフを送ることができるよう，「学長方針」に掲げる「学修支
援」及び「学生生活全般の支援」に従って，教育・研究に関する長
期・中期計画書の「学生支援」の項において，(1)首都大学院コン
ソーシアムの拡充，(2)諸外国との学術交流，(3)外国人留学生に対
する個人指導・相談制度の拡充，(4)オンラインデータベースの拡
充，(5)大学院学生のメンタルヘルスケア，以上５つを掲げ，研究科
委員会にて報告し，教職員で共有を図った。
　そして，2013年度から現在にかけて，国立台湾大学法律学院，南
京師範大学法学院（法学部・法科大学院共同），バイロイト大学
（法学部共同）との学生交流協定締結が行われている。

●方針に沿って，修学支援のための仕組み
や組織体制を整備し，適切に運用している
か。
　○留年者，休退学者の状況把握と対応
　○障がいのある学生に対する対応
　○外国人留学生に対する対応
　○学生支援の適切性の確認
【約４００字～８００字程度】

　法学研究科では，法学研究科委員会において状況把握とそれに対
する対処方法を決定している。また，院生協議会と継続的に協議を
行い，そこで取りまとめられた大学院生の要望などを，研究科執行
部から大学院執行部へ意見を提出し，要望を解決するプロセスを構
築している。例えば，協議の中で提示された外部提供のデータベー
スの拡充については，予算見積もりを行い，実現・継続可能性につ
いて検討を重ねている。
　2016年度は「留籍者」は18人（前年度19人），「退学・除籍者」
は９人（前年度11人）であり横ばい状態である。「休学者」は春学
期・秋学期あわせて延べ20人（前年度16人）と増加しており，課題
となっている。これらの結果は，都度，研究科委員会で報告してい
る。
　博士前期課程・博士後期課程に在籍する大学院生に対して，指導
教員だけでなく副指導教員を選任し，研究指導や学習上の問題点に
ついての支援を両者の連携の下に行っている。

(1)　精神的事情によ
り休学などを余儀なく
されている大学院生が
少なからず存在してい
るが，そのような学生
に対するケア体制が必
ずしも充分とは言えな
い。
(2)　各研究分野の動
向を踏まえた最新の知
識を容易に吸収できる
ようにするため，大学
院生による外部データ
ベースの利用をできる
限り拡充する必要があ
る。

(1)　学生相談室など
の関係機関との連携を
図りながら，精神衛生
上の問題を抱えている
学生に対するより充実
した修学支援体制の構
築を図る。
(2)　オンラインデー
タベースの利用拡大を
「重点項目一覧」に記
載し，そのための予算
を確保するとともに，
予算を確保できた場合
には速やかに当該デー
タベースを導入する。

(1)　大学院生専門の
メンタルカウンセラー
を雇用する。
(2)  授業等を通じ
て，オンラインデータ
ベースの積極的活用を
促すとともに，その活
用方法についても十分
に説明・指導する。

　現在，該当者がいないこともあり，研究科独自の取り組みは行っ
ていないが，対象者がいた場合は，全学的な制度で対応を行う。

　外国人留学生に対しては，大学院全体で行っている「日本語論文
指導講座」と「教育補助講師による日本語論文添削指導」を積極的
に受けるよう，指導教員を介して周知を図った。この結果，法学研
究科の外国人留学生の多くは両制度を利用し，修士論文などの作成
に取り組んだ。

　外国人留学生が充実
した学生生活を送るこ
とができるように，修
学支援体制をより充実
させる必要がある。

　国際教育事務室など
の関係機関との連携を
図りながら，外国人留
学生に対するより充実
した修学支援体制の構
築を図る。

　外国人留学生につい
ては，全員にチュー
ターを付けられる環境
づくりをするととも
に，論文作成のサポー
トを充実させるように
努める。

b

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画
C列の点検・評価項目について，

必ず記述してください



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準６ 学生支援

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画
C列の点検・評価項目について，

必ず記述してください

　経済的支援として，法学研究科独自に「山田準次郎奨学基金」を
設置しており，論文の投稿により奨学金を給付している。2016年度
は16,500円を３名に給付した。また，大学院全体としては，研究奨
励奨学金をはじめとする給付型奨学金により支援を行っている。
　なお，2014年度においては，山田準次郎奨学基金の規定改正を行
い，投稿論文以外の大学院生による研究に対しても助成ができるよ
うにした。
　その他，博士論文を作成する大学院生を助手に採用することによ
り，研究環境の整備を実現している。

（２）進路支援に関する方針を定め，学生への支援は適切に行われているか。

a ●進路支援に関する方針を，理念・目的，
入学者の傾向等の特性を踏まえながら定め
ているか。また，その方針を教職員で共有
しているか。
【約２００字】

　本研究科の進路支援に関しては，大学院生のキャリアパスを明確
にし，就職の機会を拡大させるため，「学長方針」に掲げる「就職
支援」に従って，教育・研究に関する長期・中期計画書の「学生支
援」の項において，(1)博士後期課程在籍者名簿の公開，(2)ＯＢ・
ＯＧとのネットワークの構築，以上２点について示し，これを学生
及び教職員間で共有している。

◎学生の進路選択に関わるガイダンスを実
施するほか，キャリアセンター等の設置，
キャリア形成支援教育の実施等，組織的・
体系的な指導・助言に必要な体制を整備し
ていること。
【約４００字～８００字】

　就職支援活動については，大学院１年生を対象に就職キャリア支
援センターが研究科別就職進路相談会を開催している。また，2014
年度から大学院事務室が主体となり，大学院生に特化した「キャリ
アサポートプログラム」を実施している。
  法学研究科独自の進路支援の取組みとしては，博士後期課程の大
学院生を主な対象として，毎年，本学法学研究科出身の研究者を招
聘して就職支援のための懇談会を開催し，研究活動・就職活動に関
する知見を得る機会を与えるとともに，本研究科出身の研究者の
ネットワーク構築を図っている。

　博士後期課程の大学
院生については，法学
研究科主催の就職懇談
会の際に，大学院生が
抜刷等を各自持参して
研究成果をアピールす
る機会が用意されてい
るため，博士学位取得
の有無にかかわらず，
それを契機に多くの大
学院生が全国各地の大
学に専任教員として採
用される途が開かれて
おり，実績も上がって
いる。
〈教員就職者〉
2016年度２名

　研究者の養成につい
ては，法学研究科単体
で実現することは必ず
しも容易ではないの
で，法学部・法科大学
院との連携を継続的に
図りつつ，より機能的
な養成システムを構築
をしていく必要があ
る。また，大学教員の
公募情報のみならず，
大学以外の研究機関の
職員，国・独立行政法
人・地方自治体等の職
員，民間企業の職員な
どの就職情報の提供を
中心に，多様な職種へ
の就業を積極的に支援
するための体制を整備
する必要がある。

　現在実施している就
職支援活動をいっそう
活発化させ，本学法学
研究科出身の研究者の
ネットワークがより広
範かつ強固なものへと
発展することにより，
大学院生の就職に対す
る意欲が高まり，就職
実績の向上につながっ
ていくと同時に，就職
に対する不安を払拭す
ることもできる。

　法学部・法科大学院
と連携しながら，本学
法学研究科ＯＢ・ＯＧ
と在学生との既存の
ネットワークを一層充
実させる。また，就職
支援として，大学院生
の研究内容や成果につ
いて紹介する冊子づく
りのための予算を獲得
することにより，大学
院生の研究実績に関す
る情報の提供を継続し
て行うことができるよ
うにする。

　できる限り多くの本
学法学研究科ＯＢ・Ｏ
Ｇを招聘できるように
予算編成を行い，招聘
することができる人数
の上限を現行の５名前
後から10名前後に増大
する。特に，研究者養
成という法学研究科本
来の目標を達成するた
めに，国内のみならず
海外で活躍している本
学法学研究科出身の研
究者とのネットワーク
も開拓し，その構築を
進めていく。

b

b



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準６ 学生支援

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

評価 発展計画

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画
C列の点検・評価項目について，

必ず記述してください

　2016年度も，法学研究科においては，就職・キャリア支援に関わ
る事業計画を実施するものとして，2016年10月29日に「法学研究科
研究者養成支援プログラム及び就職懇談会」を開催した。そこで
は，法学研究科出身の学校関係者を招聘し，就職に関する情報等を
提供してもらった。さらに，同プログラムの実施後には，就職懇談
会を実施した。そこでは，ＯＢ・ＯＧの方と大学院生との間で，よ
り率直な意見交換がなされ，約15名前後の大学院生が参加し，就職
に向けた準備・活動を行うにあたっての貴重な機会となった。
　また，博士後期課程在籍者名簿を本学ホームページで公開し，教
員公募などの際に，優秀な大学院生が在籍していることを第三者機
関に広く周知できている。
　

さらに，「教育・研究
に関する長期・中期計
画書」に定められた施
策をいっそう具体的に
実践していく必要があ
る。例えば，修了予定
者の就職支援のため，
2016年度以降も引き続
き就職キャリア支援費
や教育振興費を利用し
て，本学法学研究科出
身の大学教員・公務
員・民間企業の職員等
を招聘し，就職懇談会
を開催する。

また，このようなネッ
トワークを通じて様々
なデータを収集し，蓄
積することにより，大
学院生に対する就職に
関する情報の提供やア
ドバイスに必要な体制
を整備する。

b



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準１０ 内部質保証

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い，その結果を公表することで社会に対する説明責任を果たしているか
◎自己点検・評価を定期的に実施し，公
表していること。
【約４００字】

　法学研究科における内部質保証は，カリキュラム・ＦＤ等検討委
員会（以下「検討委員会」という。）が担う。検討委員会は研究科
執行部４名ほか，研究科委員会で選任された公法学専攻所属の委員
２名・民事法学専攻所属の教員２名，計８名で構成している。本研
究科を構成する二つの専攻かつ専門分野が異なる教員で構成されて
いることもあり，専攻及び専門科目での偏りをなくし，評価結果を
研究科全体の改善に活かしやすい体制を構築している。
　検討委員会は，教育理念・人材育成に関する目的・その他教育上
の目的を実現するために，教学の諸活動を適宜点検・評価すること
を目標として，定期的に開催しており，2015年度には３回開催し，
2016年度は８回開催した。
　検討委員会で，博士前期課程修了予定者対象のアンケートなどで
得られた評価結果を検討し，それを踏まえて具体的な改善方策を執
行部で作成のうえ，自己点検・評価報告書に反映している。同報告
書は「教育・研究に関する長期・中期計画書」の作成時や「改善ア
クションプラン」作成時に合わせて研究科委員会で報告している。
さらに同報告書は，全学の手続を経て，明治大学ホームページにて
公開している。

　自己点検・評価は継
続的に実施されること
が望ましいが，現状は
十分に対応できていな
い。

「検討委員会」を定期
的に行う体制を整え
る。

　将来的には，「検討
委員会」内に自己点
検・評価に関わるワー
キンググループの設
置，あるいは独立の委
員会の設置も検討す
る。

内部質保証に関して同委員会が目標とするところは，次のとおりで
ある。
1．自己点検・評価体制を整備し，自己点検・評価の手続き及びその
方法を確立させ，必要に応じた適切な評価項目を設定したうえで，
自己点検・評価を実施すること。
2．自己点検・評価の結果を，本学ホームページ等を通じて社会に公
開すること。
3．自己点検・評価結果は，大学院教育の改善・向上に反映させる必
要があるため，改善・向上に向けた運用方法を整備し，運用するこ
と。
　なお，自己点検・評価にあたり，「法学研究科に関するアンケー
ト」は，有効な根拠資料となっている。このアンケート結果等をも
とに，法学研究科院生協議会代表の学生３～４名と研究科執行部４
名による懇談会が年１回開催されており，このことは大学院生の期
待に応えるカリキュラム・制度の整備に役立っている。

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

a

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準１０ 内部質保証

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

 （２） 内部質保証システムに関するシステムを整備し，適切に機能させているか

a ●内部質保証の方針と手続を明確にしてい
ること。
●内部質保証をつかさどる諸組織（評価結
果を改善）を整備していること
【８００字～１０００字程度】

　本研究科の内部質保証の基本方針は，「教育・研究に関する長中
期計画書」等には掲載していないが，自己点検・評価全学委員会の
定める方針，計画に則り，『自己点検・評価報告書』（Check）にお
ける評価結果に基づき，『「教育・研究年度計画書」の策定とその
推進について（学長方針）』及び『教育・研究に関する年度計画
書』（Plan）の策定を毎年度行い，評価と計画，さらには予算シス
テムと連動させたＰＤＣＡサイクルを恒常的に実施することによっ
て改善・改革を着実に推進することである。
　法学研究科の内部質保証については，研究科内に設置されている
カリキュラム・ＦＤ等検討委員会（以下「検討委員会」という。）
を責任主体とし，同委員会で評価結果等を確認し，改善方策を検討
している。検討委員会では，現状をより具体的に把握し，有効な改
善策を策定するために，必要に応じて少人数からなるワーキンググ
ループを立ち上げ，担当する諸課題を分担・検討して草案を作成
し，法学研究科委員会に逐次提案して論議検討を経て，大学院委員
会での承認手続きに付託すべく，活動している。また，検討委員会
で審議した内容は，研究科長を中心に研究科執行部においても整理
し，研究科委員会で報告することにより，改善の効率化かつ具体化
を促している。
　検討委員会で立案された改善計画は，研究科委員会において年度
計画書として取りまとめられ，学長ヒアリングや理事会での精査を
経て，予算編成・実行に移される。

　内部質保証は，研究
科執行部および「検討
委員会」が主導してい
るが，継続的に検証す
る体制にはない。

　「検討委員会」の組
織体制を見直す。

　将来的には，「検討
委員会」内のワーキン
ググループの設置，あ
るいは独立の委員会の
設置も検討する。

●自己点検・評価の結果が改革・改善につ
ながっていること
●文部科学省や認証評価機関からの指摘事
項に対応していること

　2014年度の認証評価時に，努力課題として，「法学研究者養成
コースの修士論文と高度職業人養成コースのリサーチ・ペーパーの
審査基準が字数の点を除き同一であるので，別個の審査基準を定め
ることが望まれる」との指摘を受けた。
　これに対し，研究科執行部会議及びカリキュラム・ＦＤ等検討委
員会で審議した結果，「法学研究者養成コース」と「高度職業人養
成コース」の修了要件の相違を新たに設定し，各コースの特色を明
確化した。具体的には，修士学位取得のためのガイドラインを改定
し，従来，単一であった「修士論文等に求められる要件」をコース
別に設定した。また，2017年度入学者からは，修了必要単位数につ
いても，コース別に違いを設けることとした。（2017年度入学者か
ら高度職業人養成コースの修了要件単位を「32単位以上」から「40
単位以上」に変更した。）

　「法学研究者養成
コース」と「高度職業
人養成コース」の峻別
が明確となり，両コー
スの趣旨に応じた体制
（入試およびカリキュ
ラム）が整った。

　特に，「高度職業人
養成コース」に対応し
た設置科目の充実を図
る。



 2016年度 法学研究科 自己点検・評価報告書

基準１０ 内部質保証

現状の説明

（当年度・次年度対応）
H列にあれば記述

（中長期的対応）
H列にあれば記述

評価 発展計画

C列の点検・評価項目について，
必ず記述してください

効果が上がっている点・理
由

F列の現状から記述

改善を要する点・理由
F列の現状から記述

「効果が上がっている点」
に対する発展計画

G列における伸張項目

「改善を要する点」に対する発展計画

点検・評価項目
◎…法令等の充足を評価する項目です。

●…学部等が掲げる方針や目標の達成状況を
評価する項目です。

●学外者の意見を取り入れていること 　毎年実施している「研究者養成支援プログラム」（本研究科出身
研究者による講演・意見交換など）における，課程博士取得に向け
た体制のあり方や研究職につくべき情報交換などを踏まえ，教育効
果等に関する検討を執行部で行っている。

　本研究科出身の研究
者との情報交換を通し
て，大学院生の研究職
へ就くことの動機付け
の確保と具体的なカリ
キュラムの充実（法学
研究者養成コースと高
度職業人養成コース独
自の科目設定など）が
図られている。

　本研究科出身者との
具体的なネットワーク
を構築することによ
り，大学院生の研究職
への就職と入学者数の
増加を図る。


